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常
習
賭
博
罪
に
お
け
る
刑
の
加
重
根
拠

川
　
田

　
泰

　
之

は
じ
め
に

　
常
習
と
し
て
賭
博
を
し
た
者
は
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
せ
ら
れ
る
（
刑
法
一
八
六
条
一
項
）。
単
純
賭
博
罪
（
同
一
八
五
条
）
の
法
定

刑
が
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
科
料
で
あ
る
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
常
習
賭
博
罪
は
常
習
性
を
根
拠
と
し
て
法
定
刑
が
加
重
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
通
説
に
よ
れ
ば
不
真
正
身
分
犯
で
あ
り
、
そ
の
構
成
要
件
は
単
純
賭
博
罪
に
対
す
る
加
重
的
構
成
要
件
で
あ
る
（
一
）

。

ま
た
、
常
習
賭
博
罪
は
わ
が
国
の
現
行
刑
法
典
に
規
定
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
常
習
犯
加
重
処
罰
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
、
現
行
法
に

お
け
る
常
習
犯
加
重
処
罰
規
定
と
し
て
、
常
習
的
傷
害
・
暴
行
・
脅
迫
・
毀
棄
罪
（
暴
力
行
為
等
処
罰
法
一
条
の
三
）、
常
習
的
面
会
強
請
・

強
談
威
迫
罪
（
同
二
条
）、
常
習
特
殊
強
窃
盗
罪
（
盗
犯
等
防
止
法
二
条
）、
常
習
累
犯
強
窃
盗
罪
（
同
三
条
）、
常
習
強
盗
傷
人
・
強
盗

強
姦
罪
（
同
四
条
）、
常
習
買
収
・
利
害
誘
導
罪
（
公
職
選
挙
法
二
二
二
条
二
項
）
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
常
習
性
の
有
無
に
よ
っ

て
法
定
刑
が
変
化
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
表
参
照
）、
常
習
性
に
つ
い
て
定
義
し
た
総
則
規
定
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
常
習
性
の
問
題

は
解
釈
論
上
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
（
二
）

。
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表　現行法における常習犯加重

加重前 加重後

常習賭博（刑法186条１
項）

50万円以下の罰金又は科
料

３年以下の懲役※１

常習的傷害（暴力行為等
処罰法１条の３）

15年以下の懲役又は50
万円以下の罰金

１年以上15年以下の懲役

常習的暴行（同上）
２年以下の懲役若しくは
30万円以下の罰金又は拘
留若しくは科料

３月以上５年以下の懲役

常習的脅迫（同上）
２年以下の懲役又は30
万円以下の罰金

３月以上５年以下の懲役

常習的毀棄（同上）
３年以下の懲役又は30
万円以下の罰金若しくは
科料

３月以上５年以下の懲役

常習的面会強請・強談威
迫（同２条２項）

※２ １年以下の懲役または
10万円以下の罰金

常習特殊窃盗（盗犯等防
止法２条）

10年以下の懲役又は50
万円以下の罰金

３年以上の有期懲役

常習特殊強盗（同上） ５年以上の有期懲役 ７年以上の有期懲役

常習累犯窃盗（同３条）
10年以下の懲役又は50
万円以下の罰金

３年以上の有期懲役

常習累犯強盗（同上） ５年以上の有期懲役 ７年以上の有期懲役

常習強盗傷人（同４条） 無期又は６年以上の懲役 無期又は10年以上の懲役

常習強盗強姦（同４条） 無期又は 7年以上の懲役 無期又は10年以上の懲役

常習買収及び利害誘導
（公職選挙法 222 条２項）

３年以下の懲役若しくは
禁錮又は50万円以下の罰
金

５年以下の懲役又は禁錮

※１　�185 条但書「一時の娯楽に供する物……」の適用もなく、他の罪と比較
して、刑の加重の度合いが「余りにドラスティック」（安田・後掲 57 頁）
である。

※２　�警察犯処罰令は軽犯罪法附則２項によって廃止されたから、ここにお
いては常習性が処罰創設的に機能している。
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と
こ
ろ
で
、
二
〇
一
八
年
七
月
二
〇
日
に
Ｉ
Ｒ
（
統
合
型
リ
ゾ
ー
ト
）
実
施
法
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
カ
ジ

ノ
開
設
は
目
前
に
迫
っ
て
き
た
。
Ｉ
Ｒ
が
観
光
お
よ
び
地
域
経
済
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
一
方
、
依
存
症
対
策
を
は
じ

め
と
す
る
諸
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
、（
常
習
）
賭
博
罪
を
め
ぐ
る
議
論
は
再
検
討
を
迫
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

常
習
賭
博
罪
を
め
ぐ
る
伝
統
的
な
争
点
は
、
常
習
性
の
法
的
性
格
お
よ
び
共
犯
の
取
扱
い
で
あ
っ
た
。
本
稿
は
カ
ジ
ノ
導
入
を
契
機
と
し

て
（
常
習
）
賭
博
罪
を
め
ぐ
る
議
論
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
常
習
性
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
た

上
で
、
そ
こ
に
お
け
る
刑
の
加
重
根
拠
に
つ
い
て
試
論
を
提
示
す
る
。

一
．
累
犯
と
常
習
犯

　
確
定
裁
判
を
経
た
犯
罪
（
前
犯
）
に
対
し
て
、そ
の
後
に
犯
さ
れ
た
犯
罪
（
後
犯
）
が
広
義
の
累
犯
（
実
質
的
意
義
の
累
犯
）
で
あ
り
、

広
義
の
累
犯
中
、
一
定
の
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
刑
を
加
重
さ
れ
る
も
の
が
狭
義
の
累
犯
（
形
式
的
意
義
の
累
犯
）
で
あ
る
。

ま
た
、
前
犯
と
後
犯
と
が
罪
質
を
同
じ
く
す
る
場
合
を
特
別
累
犯
、
罪
質
を
異
に
す
る
場
合
を
一
般
累
犯
と
い
う
。
さ
ら
に
、
累
犯
者
が

そ
の
犯
罪
に
つ
い
て
常
習
性
を
有
し
て
い
る
場
合
を
普
通
累
犯
に
対
し
て
常
習
累
犯
と
い
う
（
三
）

。

　
累
犯
と
常
習
犯
と
は
、
犯
罪
を
累
積
的
あ
る
い
は
反
復
的
に
犯
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
同
様
の
関
係
に
あ
る
が
、
一
般
的
に
、
前
者

は
犯
罪
の
反
復
累
行
と
い
う
形
式
的
基
準
に
基
づ
く
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
反
復
累
行
さ
れ
た
犯
罪
行
為
に
徴
表
さ
れ
る
行

為
者
人
格
に
着
目
し
た
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
厳
密
に
は
異
な
る
概
念
で
あ
る
（
四
）

。
こ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
Ｍ
・
Ｅ
・
マ

イ
ヤ
ー
が
、「
す
べ
て
の
累
犯
が
常
習
犯
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
者
が
何
度
か
偶
然
窃
盗
を
犯
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。

そ
し
て
ま
た
、
す
べ
て
の
常
習
犯
が
累
犯
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
あ
る
者
が
一
度
も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
な
く
長
年
詐
欺
に
よ
っ
て
生
活

し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
」（
五
）

と
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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両
者
の
関
係
に
お
い
て
問
題
と
な
る
こ
と
が
、
常
習
犯
に
対
す
る
累
犯
加
重
の
可
否
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
常
習
犯
と
し
て
懲
役
に
処

せ
ら
れ
た
場
合
に
、
さ
ら
に
刑
法
上
の
累
犯
規
定
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
議
論
と
な
る
の
で
あ
る
。
判
例
は
、「
賭
博
ノ

前
科
ハ
常
習
賭
博
ノ
一
部
ヲ
形
成
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
従
テ
其
ノ
常
習
犯
ニ
関
シ
テ
刑
法
第
五
六
条
ノ
適
用
ヲ
排
除
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
」（
六
）

と
述
べ
、
五
六
条
は
前
科
が
賭
博
に
よ
っ
て
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
区
別
し
て
い
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
肯
定
す

る
。
学
説
上
も
、「
常
習
犯
は
、
常
習
性
を
要
素
と
し
た
特
殊
な
累
犯
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
累
犯
加
重
を
な
し
え
な
い
と
す
る

こ
と
は
、
常
習
犯
の
特
殊
性
を
没
却
す
る
嫌
い
が
あ
る
」（
七
）

と
、
常
習
犯
加
重
と
累
犯
加
重
と
で
は
趣
旨
が
異
な
る
こ
と
、
累
犯
前
科
の

あ
る
常
習
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
が
同
一
に
処
断
さ
れ
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
が
有
力
で

あ
る
。
他
方
、「
常
習
犯
人
ニ
シ
テ
本
罪
ニ
依
リ
処
刑
セ
ラ
レ
タ
ル
後
第
五
十
六
条
ノ
条
件
ノ
下
ニ
テ
更
ニ
賭
博
罪
ヲ
犯
ス
モ
第
五
十
七

条
ヲ
適
用
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
単
ニ
第
百
八
十
六
条
第
一
項
ヲ
適
用
セ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
累
犯
的
反
覆
モ
亦
常
習
性
ノ
一
部
ヲ
形
成

ス
ル
ニ
外
ナ
ラ
サ
レ
ハ
ナ
リ
」（
八
）

と
、
す
で
に
前
科
を
常
習
性
認
定
の
資
料
と
し
て
参
照
し
た
以
上
、
重
ね
て
同
一
前
科
に
つ
い
て
累
犯

加
重
を
行
う
こ
と
は
不
当
で
あ
る
と
し
て
否
定
説
も
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
先
に
引
い
た
Ｍ
・
Ｅ
・
マ
イ
ヤ
ー
の
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ

う
に
累
犯
と
常
習
犯
と
は
異
な
る
概
念
で
あ
り
、
前
科
が
な
く
て
も
（
こ
れ
ま
で
は
運
良
く
逮
捕
を
免
れ
て
き
た
初
犯
者
で
あ
っ
て
も
、

習
癖
が
形
成
さ
れ
て
い
れ
ば
）
常
習
性
を
認
定
し
う
る
以
上
、
肯
定
説
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。「
常
習
犯
は
ま
さ
に
行
為
者
の
常
習
性
そ
の

も
の
に
着
眼
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
累
犯
の
ば
あ
い
は
、
一
度
刑
を
科
し
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
性
懲
り
も
な
く
、
ま
た
罪
を
犯
し
た

と
い
う
点
で

―
し
た
が
っ
て
多
分
に
行
為
責
任
的
な
見
地
か
ら

―
初
犯
者
よ
り
も
強
い
非
難
が
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」（
九
）

と
説
明

さ
れ
る
累
犯
と
常
習
犯
と
の
性
格
の
相
違
は
軽
視
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
累
犯
加
重
の
場
合
に
は
憲
法
三
九
条
と
の
関
係
が
問
題
と
な
り
う
る
が
、
判
例
は
、「
刑
法
第
五
六
条
第
五
七
条
の
再
犯
加
重

の
規
定
は
第
五
六
条
所
定
の
再
犯
者
で
あ
る
と
い
う
事
由
に
基
い
て
、
新
に
犯
し
た
罪
に
対
す
る
法
定
刑
を
加
重
し
、
重
い
刑
罰
を
科
し

得
べ
き
こ
と
を
是
認
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
前
犯
に
対
す
る
確
定
判
決
を
動
か
し
た
り
、
或
は
前
犯
に
対
し
、
重
ね
て
刑
罰
を
科
す
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る
趣
旨
の
も
の
で
は
な
い
」（
一
〇
）

と
判
示
し
て
い
る
。
常
習
犯
加
重
の
場
合
に
も
、
習
癖
の
有
無
が
問
題
と
さ
れ
る
限
り
で
は
、
初
犯
者

で
あ
っ
て
も
常
習
性
を
認
定
し
う
る
以
上
、
前
犯
に
関
す
る
議
論
を
再
度
蒸
し
返
す
、
あ
る
い
は
彼
を
二
重
の
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
に
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
累
犯
加
重
と
憲
法
一
四
条
と
の
関
係
も
問
題
と
な
り
う
る
が
、
判
例
は
、「
犯
人
の
所
罰
は
、
か
か
る
〔
引

用
者
注

：

憲
法
一
四
条
が
い
う
よ
う
な
〕
理
由
に
基
く
差
別
的
処
遇
で
は
な
く
、
特
別
予
防
及
び
一
般
予
防
の
要
請
に
基
い
て
各
犯
罪
各

犯
人
毎
に
妥
当
な
処
置
を
講
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
処
遇
の
異
る
こ
と
の
あ
る
べ
き
は
当
然
で
あ
る
」（
一
一
）

と
判
示
し
て
い
る
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
常
習
性
、
す
な
わ
ち
習
癖
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
取
扱
い
の
相
違
も
、
社
会
的
身
分
に
基
づ
く
差
別
と
は
い
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
常
習
性
の
法
的
性
格
を
い
か
に
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
累
犯
と
常
習
犯
と
の
異
同
に
関
す
る
理
解
に
も
差

異
が
生
じ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
（
詳
細
次
節
）。

二
．
常
習
性
の
法
的
性
格

　
常
習
賭
博
罪
を
め
ぐ
る
伝
統
的
な
争
点
の
一
つ
は
常
習
性
の
法
的
性
格
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
常
習
性
は
行
為
の
属
性
で
あ
る
か
行
為

者
の
属
性
で
あ
る
か
、
違
法
要
素
で
あ
る
か
責
任
要
素
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
争
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
判
例
・
通
説
は
、
常
習
性

は
行
為
者
の
属
性
で
あ
り
責
任
要
素
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
維
持
し
て
い
る
が
、
判
例
・
通
説
に
対
し
て
は
行
為
責
任
論
の
見
地
等
か
ら

異
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
常
習
性
の
法
的
性
格
を
い
か
に
解
す
る
か
に
よ
っ
て
刑
の
加
重
根
拠
の
捉
え
方
に
も
若
干
の
差
異
が
生
じ
る

か
ら
、
以
下
、
そ
の
議
論
を
概
観
す
る
（
一
二
）

。

１
．
判
例

　
大
審
院
に
お
い
て
、「
賭
博
ノ
常
習
ナ
キ
者
カ
賭
博
行
為
ヲ
数
次
反
覆
シ
テ
行
フ
モ
其
反
覆
ス
ル
行
為
ニ
依
リ
賭
博
ヲ
為
ス
習
癖
ノ
発
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現
セ
サ
ル
限
ハ
普
通
賭
博
罪
ノ
連
続
犯
ヲ
構
成
ス
ル
ニ
止
マ
ル
モ
ノ
ト
ス
」、「
賭
博
行
為
ヲ
数
次
反
覆
ス
ル
ハ
客
観
的
ニ
賭
博
ノ
累
行
タ

ル
コ
ト
論
ヲ
竢
タ
サ
レ
ト
モ
尚
ホ
主
観
的
ニ
賭
博
ヲ
為
ス
習
癖
ノ
成
立
ヲ
認
メ
得
ル
時
ニ
於
テ
常
習
賭
博
罪
ヲ
構
成
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」、

「
同
一
回
数
ノ
賭
博
行
為
ト
雖
モ
所
犯
情
状
如
何
ニ
依
リ
テ
或
ハ
普
通
賭
博
罪
ノ
連
続
犯
タ
ル
コ
ト
ア
リ
或
ハ
常
習
賭
博
罪
タ
ル
コ
ト
ア

ル
モ
ノ
ト
ス
」（
一
三
）

、「
賭
博
行
為
ノ
習
癖
カ
改
マ
ラ
サ
ル
限
ハ
同
一
意
思
ノ
発
動
ニ
因
リ
賭
博
行
為
ヲ
反
覆
シ
タ
ル
ト
箇
箇
ノ
意
思
ヲ
以

テ
数
回
ニ
賭
博
ヲ
実
行
シ
タ
ル
場
合
ナ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
同
シ
ク
常
習
賭
博
罪
ヲ
以
テ
処
断
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」（
一
四
）

、「
一
定
ノ
職
業
ニ
従

事
ス
ル
者
ナ
ル
ト
否
ト
ヲ
問
ワ
ス
苟
モ
習
癖
ト
シ
テ
賭
博
ヲ
ナ
ス
ニ
於
テ
ハ
刑
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項
ノ
犯
罪
成
立
ス
」（
一
五
）

、「
常
習

賭
博
犯
ノ
成
立
ニ
ハ
犯
人
カ
数
箇
ノ
賭
博
行
為
ヲ
累
次
反
覆
ス
ル
コ
ト
ニ
依
リ
竟
ニ
賭
博
ヲ
為
ス
習
癖
カ
発
現
ス
ル
ニ
至
ル
ヲ
以
テ
足
リ

各
別
ノ
意
思
ニ
基
ク
賭
博
行
為
ヲ
数
回
反
覆
ス
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
」（
一
六
）

と
判
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
常
習
賭
博
罪

は
賭
博
行
為
の
単
純
な
反
復
累
行
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
賭
博
行
為
が
そ
れ
を
反
復
累
行
す
る
習
癖
の
発
現
と
し
て
行

わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
解
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
賭
博
行
為
を
行
う
回
数
や
行
為
者
の
職
業
等
は
、
当
該
習
癖
の
有
無

を
判
定
す
る
た
め
の
一
資
料
と
は
な
り
得
て
も
、
必
ず
し
も
常
習
性
を
認
定
す
る
際
の
決
定
的
な
事
情
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
最
高
裁
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
賭
博
常
習
者
と
は
、
賭
博
を
反
覆
累
行
す
る
習
癖
あ
る

も
の
を
い
う
の
で
あ
つ
て
、
必
ず
し
も
博
徒
又
は
遊
人
の
類
の
み
を
指
称
す
る
も
の
で
は
な
い
」、「
比
較
的
長
く
な
い
年
月
の
間
に
繰
り

返
し
賭
博
罪
で
処
罰
さ
れ
、
今
又
賭
博
罪
を
犯
し
た
と
い
う
事
実
に
基
い
て
、
被
告
人
に
賭
博
の
常
習
性
が
あ
る
と
推
断
す
る
こ
と
は
、

実
験
則
に
反
し
な
い
」（
一
七
）

、「
刑
法
第
一
八
六
條
第
一
項
に
所
謂
賭
博
常
習
者
と
は
、
賭
博
を
反
覆
累
行
す
る
習
癖
の
あ
る
も
の
を
い
う

立
法
趣
旨
で
あ
つ
て
、
必
ず
し
も
賭
博
を
渡
世
と
す
る
博
徒
の
類
の
み
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
又
か
か
る
習
癖
の
あ
る
も
の
で
あ
る
以

上
た
と
い
そ
の
も
の
が
正
業
を
有
し
て
い
る
と
し
て
も
そ
の
一
事
を
以
て
直
ち
に
こ
れ
を
賭
博
常
習
者
で
な
い
と
は
い
い
得
な
い
の
で
あ

る
」（
一
八
）

、「
賭
博
常
習
者
と
い
う
の
は
賭
博
を
反
覆
累
行
す
る
習
癖
を
有
す
る
者
の
義
で
あ
つ
て
、
必
ず
し
も
所
論
の
よ
う
な
織
業
的
賭

博
、
い
わ
ゆ
る
博
賭
打
ち
又
は
遊
人
或
は
定
職
が
あ
つ
て
も
専
ら
勝
負
事
に
耽
つ
て
、
半
職
業
化
し
た
よ
う
な
特
殊
な
存
在
を
い
う
も
の
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で
な
い
こ
と
は
当
裁
判
所
屡
次
の
判
例
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
今
な
お
こ
れ
を
変
更
す
る
必
要
を
認
め
な
い
」（
一
九
）

、「
刑
法
一
八
六

条
の
常
習
賭
博
罪
が
同
一
八
五
条
の
単
純
賭
博
罪
に
比
し
、
賭
博
常
習
者
と
い
う
身
分
に
よ
つ
て
刑
を
加
重
し
て
い
る
こ
と
は
所
論
の
と

お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
右
加
重
の
理
由
は
賭
博
を
反
覆
す
る
習
癖
に
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
即
ち
常
習
賭
博
は
単
純
賭
博
に
比
し
そ
の
反
社

会
性
が
顕
著
で
、
犯
情
が
重
い
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
賭
博
常
習
者
と
い
う
の
は
、
賭
博
を
反
覆
す
る
習
癖
・
即
ち
犯
罪
者

の
属
性
に
よ
る
刑
法
上
の
身
分
で
あ
る
が
、
憲
法
一
四
条
に
い
わ
ゆ
る
社
会
的
身
分
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
二
〇
）

と
判
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
判
例
は
一
貫
し
て
常
習
性
を
賭
博
行
為
を
反
復
累
行
す
る
習
癖
と
解
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
行
為
者
の

属
性
で
あ
り
責
任
要
素
で
あ
る
と
把
握
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
（
二
一
）

。

２
．
学
説

　
常
習
性
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
、
学
説
は
三
つ
に
分
岐
し
て
い
る
。
第
一
は
常
習
性
を
行
為
の
属
性
で
あ
り
違
法
要
素
で
あ
る
と
解
す

る
説
（
行
為
定
型
説
）
で
あ
り
、第
二
は
常
習
性
を
行
為
者
の
属
性
で
あ
り
責
任
要
素
で
あ
る
と
解
す
る
説
（
行
為
者
定
型
説
）
で
あ
り
、

第
三
は
常
習
性
を
行
為
の
属
性
で
あ
る
と
と
も
に
行
為
者
の
属
性
で
も
あ
る
と
解
す
る
説
で
あ
る
。

　（
一
）
行
為
定
型
説
は
、「
法
は
『
常
習
と
し
て
』
賭
博
を
し
た
こ
と
を
要
件
と
し
て
お
り
、
常
習
者
が
賭
博
を
し
た
こ
と
を
要
件
と
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
行
為
の
（
主
観
的
な
）
属
性
で
あ
っ
て
も
、
行
為
者
の
属
性
で
は
な
い
。
最
高
裁
判
所
は
…
…
常
習

性
は
行
為
者
の
属
性
だ
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
常
習
者
が
賭
博
を
行
な
え
ば
、
常
習
性
の
あ
ら
わ
れ
で
な
い
も
の
ま
で
す
べ
て
常

習
賭
博
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
…
…
、ま
た
常
習
者
の
行
な
っ
た
数
個
の
賭
博
行
為
が
、一
個
の
常
習
賭
博
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
の
で
あ
っ

て
…
…
（
集
合
犯
）、
数
個
の
常
習
賭
博
罪
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
妥
当
で
は
な
い
」（
二
二
）

、
あ
る
い
は
、「
犯
行
を
た
え
ず
く
り

返
す
『
意
思
』
の
発
現
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
『
行
為
』
が
、常
習
犯
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
な
る
…
…
。
し
か
し
て
、そ
の
よ
う
な
『
行

為
』
は
、
法
秩
序
に
対
し
て
重
大
な
脅
威
を
与
え
る
ば
か
り
で
な
し
に
、
法
益
侵
害
性
（
危
険
性
）
の
面
で
も
、
非
常
習
行
為
と
は
違
っ
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た
客
観
的
な
意
味
を
有
し
、
そ
の
限
り
で
強
い
違
法
性
を
示
す
の
で
あ
る
」（
二
三
）

と
主
張
す
る
。
前
者
は
法
益
侵
害
の
累
積
的
増
大
、
後

者
は
法
益
侵
害
の
危
険
性
の
強
靱
性
に
刑
罰
加
重
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
と
評
価
で
き
る
（
二
四
）

。

　（
二
）
行
為
者
定
型
説
は
、「
常
習
性
は
、
人
格
形
成
の
結
果
と
し
て
犯
罪
傾
向
の
強
く
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
精
神
障
害
者
の
ば
あ
い

は
別
論
と
し
て
、
一
般
に
い
っ
そ
う
大
き
い
非
難
に
値
す
る
。
単
純
賭
博
罪
の
刑
が
財
産
刑
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
常
習
賭
博
罪
の
刑
が

懲
役
刑
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
常
習
性
は
行
為
の
属
性
で
は
な
く
行
為
者
の
属
性
で
あ
り
、
ま
た
、
違
法
要
素
で
は

な
く
責
任
要
素

―
本
罪
の
ば
あ
い
に
は
そ
れ
が
構
成
要
件
要
素
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る

―
で
あ
る
」（
二
五
）

と
主
張
す
る
。
人
格
形

成
責
任
論
の
是
非
は
措
く
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
判
例
・
通
説
は
こ
の
立
場
で
あ
り
、
常
習
性
を
行
為
者
の
属
性
で
あ
り
責
任

要
素
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

　（
三
）
常
習
性
を
行
為
類
型
で
あ
る
と
と
も
に
行
為
者
類
型
で
も
あ
る
と
す
る
説
は
、「
常
習
犯
と
し
て
、
行
為
者
性
自
体
が
構
成
要
件

的
に
類
型
化
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
…
…
、
そ
の
重
い
犯
罪
性
は
、
行
為
者
に
対
す
る
責
任
非
難
の
重
さ
に
負
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ

る
が
、
同
時
に
、
そ
の
行
為
の
違
法
性
の
重
さ
に
も
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
」、「
常
習
犯
人
の
犯
罪
行
為
は
、
非
常
習
犯
人
の
犯
罪
行
為
と

比
べ
て
、
そ
の
習
熟
性
の
著
し
い
こ
と
に
も
と
づ
き
、
犯
罪
を
実
現
す
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
危
険
性
が
大
き
い
か
ら
、
違
法
性
の
程

度
が
重
い
」（
二
六
）

と
主
張
す
る
。

３
．
検
討

　
行
為
定
型
説
と
行
為
者
定
型
説
と
の
対
立
に
主
眼
を
置
い
て
、
両
説
の
是
非
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

　（
一
）
常
習
賭
博
罪
の
文
言
は
確
か
に
、「
常
習
と
し
て
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
常
習
賭
博
罪
の
文
言
を
文
理
解
釈
す
る

な
ら
ば
、
行
為
定
型
説
に
帰
着
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
必
ず
文
理
解
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。
改
正
刑
法
草
案
二
五
一
条
二
項
が
、「
罪
を
犯
し
た
者
が
、常
習
者
で
あ
る
と
き
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
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む
し
ろ
文
理
解
釈
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　（
二
）
行
為
定
型
の
み
に
よ
っ
て
常
習
性
が
決
ま
る
と
す
る
と
、
そ
の
行
為
定
型
に
該
当
す
る
賭
博
行
為
に
た
ま
た
ま
一
回
限
り
関
与

し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
行
為
は
常
習
賭
博
罪
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
は
過
剰
な
刑
罰
加
重
で
あ
ろ
う
（
二
七
）

。
行
為
定

型
説
は
、
常
習
行
為
が
有
す
る
法
益
侵
害
性
の
強
靱
性
を
強
調
す
る
が
、
賭
博
行
為
の
客
観
的
態
様
は
単
純
賭
博
罪
と
常
習
賭
博
罪
と
で

異
な
ら
な
い
（
常
習
性
の
あ
る
者
と
な
い
者
と
が
一
緒
に
賭
け
麻
雀
を
行
っ
て
も
、
見
分
け
は
つ
か
な
い
）（
二
八
）

。

　（
三
）
行
為
定
型
説
は
反
復
累
行
さ
れ
る
賭
博
行
為
を
集
合
犯
と
し
て
捉
え
、
行
為
責
任
が
増
加
す
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
法
益
侵
害

性
が
増
加
す
る
こ
と
を
刑
罰
加
重
の
根
拠
と
す
る
か
ら
、
違
法
論
に
お
け
る
結
果
無
価
値
論
と
親
和
的
で
あ
る
が
（
二
九
）

、
そ
の
よ
う
な
根

拠
は
行
為
無
価
値
論
か
ら
は
支
持
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　（
四
）
行
為
者
定
型
説
に
対
し
て
は
、
行
為
責
任
論
の
見
地
か
ら
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
（
三
〇
）

、
個
別
的
な
行
為
責
任
を
追
及
す

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
行
為
者
の
反
規
範
的
態
度
に
応
じ
て
責
任
非
難
は
高
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
法
益
侵
害
説
の
見
地
か
ら
批
判

す
る
こ
と
は
違
法
と
責
任
と
の
相
違
を
看
過
す
る
も
の
で
あ
る
（
三
一
）

。
行
為
定
型
説
は
、
累
犯
と
常
習
犯
と
を
と
も
に
行
為
責
任
の
見
地

か
ら
把
握
し
よ
う
と
し
て
、
両
者
の
相
違
を
軽
視
し
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
。

　（
五
）
行
為
者
定
型
説
に
立
脚
し
て
常
習
犯
に
つ
き
累
犯
加
重
を
承
認
す
る
立
場
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
二
重
評
価
で
あ
る
と
い
う
と

い
う
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、「
す
で
に
法
定
構
成
要
件
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
事
情
を
考
慮
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
、
量

刑
に
お
け
る
二
重
評
価
の
禁
止
を
明
文
化
し
た
ド
イ
ツ
刑
法
四
六
条
三
項
が
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
二
重
評
価
禁
止

の
根
拠
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素
の
存
在
が
当
該
行
為
を
可
罰
的
な
も
の
と
し
て
、
同
じ
こ
と
が
処
罰
範
囲
を
確
定
す
る
際
に
も
考
慮
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
三
二
）

。
例
え
ば
前
科
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
確
か
に
、
①
常
習
性
の
認
定
に
あ
た
っ
て
前
科
を
考
慮

し
て
、
②
前
科
を
含
む
所
定
の
要
件
を
具
備
す
れ
ば
さ
ら
に
累
犯
加
重
を
行
い
、
③
量
刑
に
お
い
て
も
前
科
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
二
重

評
価
ど
こ
ろ
か
三
重
評
価
の
疑
い
す
ら
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
、
累
犯
と
常
習
犯
と
は
法
的
性
格
を
異
に
し
て
い
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る
か
ら
、
①
の
判
断
と
②
の
そ
れ
と
の
間
に
は
質
的
な
相
違
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
①
は
常
習
性
が
あ
る
か
な
い
か
と
い

う
判
断
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
、
③
は
ど
の
程
度
の
常
習
性
が
あ
る
か
と
い
う
判
断
で
あ
る
か
ら
、
①
と
③
と
の
間
に
も
質
的
な
相
違

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
近
時
の
裁
判
例
は
常
習
累
犯
窃
盗
事
案
に
お
い
て
、
当
該
犯
罪
の
成
否
を
判
断
す
る
際
の
常
習
性
と
、

量
刑
に
お
け
る
（
顕
著
な
）
常
習
性
と
を
区
別
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
三
三
）

。
さ
ら
に
、
②
は
所
定
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
か

と
い
う
形
式
的
な
判
断
に
す
ぎ
な
い
が
、
①
・
③
は
前
科
に
限
ら
ず
諸
事
情
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

①
～
③
に
お
い
て
常
に
前
科
が
考
慮
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
考
慮
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
で
参
照
さ
れ
て
い
る
「
前
科
」
は
そ
れ

ぞ
れ
意
味
が
異
な
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
（
三
四
）

。

　（
六
）
と
は
い
っ
て
も
、
盗
犯
等
防
止
法
三
条
の
場
合
に
は
厄
介
な
問
題
が
残
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
常
習
「
累
犯
」
強
窃
盗
罪
の
成
否

を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
常
習
性
の
み
な
ら
ず
累
犯
性
を
も
考
慮
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
刑
法
五
六
条
の
累
犯
性
の
判
断
と
重
複

す
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
常
習
累
犯
強
窃
盗
は
「
一
〇
年
以
内
に
三
回
以
上
、
六
月
の
懲
役
以
上
」、
刑
法
五
六
条

は
「
五
年
以
内
に
再
度
懲
役
」
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
か
ら
、
両
者
に
お
い
て
は
考
慮
し
て
い
る
累
犯
性
が
異
な
る
と

い
う
解
釈
も
不
可
能
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
多
少
な
り
と
も
重
複
し
て
考
慮
し
て
い
る
要
素
が
あ
る
な
ら
ば
、
常
習
累
犯
強
窃
盗
犯

に
対
す
る
一
般
的
累
犯
加
重
は
断
念
す
べ
き
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
を
避
け
る
た
め
に
、
盗
犯
等
防
止
法
三
条
に
お
け
る
刑
の
加
重
根
拠
を
専
ら
常
習
性
に
求
め
、
刑
法
上
の
累
犯
加
重

の
根
拠
を
累
犯
性
に
求
め
る
方
法
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
同
二
条
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
と
き
、
ま
た
別
の
問
題
が
生
じ

る
。
す
な
わ
ち
、
①
二
条
の
法
定
刑
と
三
条
の
そ
れ
と
は
同
一
で
あ
る
、
②
二
条
に
お
け
る
常
習
性
は
特
定
の
危
険
な
方
法
に
よ
る
強
窃

盗
の
常
習
性
、
す
な
わ
ち
顕
著
な
常
習
性
で
あ
る
、
③
し
た
が
っ
て
、
三
条
に
お
い
て
も
顕
著
な
常
習
性
が
要
求
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
、

④
仮
に
犯
罪
の
成
否
を
判
断
す
る
際
の
常
習
性
認
定
を
緩
和
す
る
な
ら
ば
、
三
条
の
常
習
性
は
通
常
の
（
純
粋
な
）
常
習
性
に
と
ど
ま
る

こ
と
と
な
る
、
⑤
し
か
し
、
通
常
の
常
習
性
の
み
に
よ
っ
て
は
三
条
の
加
重
根
拠
を
説
明
で
き
な
い
か
ら
、
結
局
、
そ
こ
で
は
累
犯
性
を
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も
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
三
五
）

。

　
し
か
し
、
上
記
②
の
部
分
は
疑
問
で
あ
る
。
確
か
に
盗
犯
等
防
止
法
二
条
は
、「
常
習
ト
シ
テ
左
ノ
各
号
ノ
方
法
ニ
依
リ
…
…
」
と
規

定
し
て
お
り
、
特
定
の
危
険
な
方
法
と
し
て
凶
器
の
携
帯
等
を
列
挙
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
お
い
て
要
求
さ
れ
て
い
る
常
習
性
は

強
窃
盗
の
常
習
性
に
す
ぎ
ず
、
同
条
は
強
窃
盗
の
常
習
者
が
凶
器
の
携
帯
等
を
伴
っ
て
犯
行
に
及
ん
だ
場
合
を
加
重
処
罰
す
る
趣
旨
で
あ

る
と
解
す
る
こ
と
も
、
文
理
上
は
可
能
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
は
、
三
条
は
三
回
以
上
の
処
刑
を
受
け
た
者
で

す
ら
当
然
に
常
習
者
と
見
て
い
な
い
か
ら
、
二
条
に
お
け
る
常
習
性
は
す
こ
ぶ
る
進
ん
だ
深
い
常
習
性
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
と
反
論

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
三
六
）

。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
と
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
要
求
さ
れ
て
い
る
常
習
性
が
凶
器
の
携
帯
等
を
伴
う
強
窃
盗
の

常
習
性
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
凶
器
の
携
帯
等
を
伴
う
強
窃
盗
の
「
顕
著
な
」
常
習
性
で
は
な
い
と
反
論
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。

　（
七
）
立
法
論
は
措
く
と
し
て
、
現
行
法
を
前
提
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
重
要
な
こ
と
は
刑
の
加
重
を
合
理
的
に
説
明
で
き
る
か
と

い
う
観
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
法
定
刑
加
重
の
実
質
的
な
根
拠
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
常
習
性
は
行
為
者
の
属
性
で

あ
り
、
不
真
正
身
分
犯
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
三
七
）

。
行
為
定
型
説
は
行
為
責
任
論
に
基
づ
く
重
要
な
問
題
提
起
を
し
て
い
る
と
評

価
で
き
る
が
、
以
上
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
か
ら
、
伝
統
的
な
通
説
の
よ
う
に
行
為
者
定
型
説
が
妥
当
で
あ
る
と

シ
ン
プ
ル
に
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　（
八
）
な
お
、
営
業
性
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
判
例
は
、「
長
期
間
営
業
を
継
続
す
る
意
思
の
も
と
に
、
多
額
の
資
本
を
投
下
し
て
多
数
の

賭
博
遊
技
機
を
設
置
し
た
遊
技
場
の
営
業
を
開
始
し
、
警
察
に
よ
る
摘
発
を
受
け
て
廃
業
す
る
ま
で
の
三
日
間
、
来
場
し
た
多
数
の
遊
技

客
と
賭
博
を
し
た
な
ど
原
判
示
の
事
情
の
も
と
に
お
い
て
は
、右
遊
技
場
の
営
業
者
に
常
習
賭
博
罪
の
常
習
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」

（
三
八
）

と
判
示
し
て
い
る
が
、
行
為
者
定
型
説
に
立
脚
す
る
な
ら
ば
、
賭
博
行
為
を
反
復
累
行
す
る
こ
と
が
習
慣
化
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ

が
人
格
的
・
性
格
的
傾
向
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
は
あ
る
程
度
の
時
間
的
継
続
性
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
三
日
間
程
度
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の
営
業
実
績
を
も
っ
て
常
習
性
を
認
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
こ
と
と
な
る
（
三
九
）

。

三
．
議
論
の
展
望

　
以
上
の
議
論
は
、
常
習
犯
に
関
す
る
総
則
規
定
が
存
在
し
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
刑
法
お
よ
び
そ
の
特
別
法
に
お
い
て
、
常
習
概
念
が

必
ず
し
も
統
一
的
に
用
い
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
盗
犯
等
防
止
法
に
お
け
る
常
習
概
念
と

刑
法
一
八
六
条
一
項
に
お
け
る
そ
れ
と
を
、前
者
の
違
反
件
数
が
莫
大
で
あ
り
後
者
の
違
反
件
数
が
そ
う
で
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
き
、

完
全
に
同
一
な
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
と
は
断
言
で
き
な
い
（
四
〇
）

。
実
際
、「
窃
盗
罪
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
統
計
上
わ
が
国
に
お
け

る
最
も
数
多
い
犯
罪
で
あ
り
、
従
つ
て
窃
盗
罪
の
動
機
、
方
法
、
手
口
、
規
模
、
回
数
、
時
期
、
時
間
、
期
間
、
頻
度
、
場
所
、
目
的
物

の
品
目
、
種
類
、
性
質
、
数
量
、
価
格
、
形
態
、
技
術
の
有
無
、
巧
拙
、
危
険
性
の
度
合
、
共
犯
者
の
有
無
、
及
び
犯
人
の
環
境
等
は
、

千
差
万
別
で
あ
る
こ
と
、
衆
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
と
う
て
い
賭
博
罪
の
そ
れ
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

従
つ
て
盗
犯
の
常
習
性
認
定
と
、
賭
博
罪
の
そ
れ
と
の
間
に
、
事
実
認
定
の
上
に
お
い
て
、
か
り
に
違
い
が
生
ず
る
と
し
て
も
、
別
に
あ

や
し
む
に
は
足
り
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
（
四
一
）

と
判
示
し
た
裁
判
例
も
あ
る
。
ま
た
、
暴
力
行
為
等
処
罰
法
に
お
け
る
常
習
概
念

も
、
傷
害
、
暴
行
を
は
じ
め
と
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
罪
の
常
習
性
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
ら
の
罪
を
包
括
し
た
暴
力
的
な
習
癖
を
意

味
し
て
い
る
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
（
四
二
）

。
冒
頭
の
表
で
示
し
た
と
お
り
、
常
習
犯
加
重
に
お
い
て
は
、
加
重
の
度
合
い
に
相

当
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
単
一
の
加
重
根
拠
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
か
と
い
う
点
に
は
、
疑
問
の
余
地
が

あ
る
（
四
三
）

。
常
習
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
伝
統
的
な
責
任
刑
の
枠
内
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
（
四
四
）

。
し

て
み
る
と
、
刑
法
お
よ
び
そ
の
特
別
法
の
文
言
に
無
用
に
多
義
性
を
持
た
せ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
罪
質
に
応
じ
て
常
習
概
念
お
よ
び
そ

の
加
重
根
拠
を
弾
力
的
に
解
釈
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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ま
た
以
上
の
議
論
は
、（
常
習
）
賭
博
罪
の
保
護
法
益
が
風
俗
（
勤
労
の
美
風
）
と
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
も
関
係
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
護
法
益
を
風
俗
と
解
す
る
な
ら
ば
、
反
復
累
行
さ
れ
た
賭
博
行
為
に
よ
っ
て
風
俗
が
乱
れ
る
と
説
明
す
る
こ
と
も
、

そ
の
よ
う
な
習
癖
を
有
す
る
者
に
よ
る
賭
博
行
為
に
よ
っ
て
風
俗
が
乱
れ
る
と
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
説
明
次
第
で

行
為
定
型
説
・
行
為
者
定
型
説
の
ど
ち
ら
に
も
立
脚
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
保
護
法
益
の
解
釈

次
第
で
は
、
常
習
性
の
法
的
性
格
も
異
な
っ
た
形
で
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
賭
博
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
触
れ
る
な
ら
ば
、
別
稿
に
お
い
て
示
し
た
と
お
り
（
四
五
）

、
も
は
や
保
護
法
益
を
勤
労
の
美
風

と
解
す
べ
き
で
な
い
。
Ｉ
Ｒ
実
施
法
が
成
立
し
て
カ
ジ
ノ
導
入
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
青
少
年
対
策
や
依
存
症
対

策
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
二
〇
一
八
年
七
月
六
日
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
基
本
法
成
立
を
受
け
て
、
ド
イ
ツ

に
お
け
る
有
力
説
で
あ
る
国
民
の
健
康
を
賭
博
罪
の
保
護
法
益
と
解
す
る
立
場
（
健
康
説
）
が
勢
力
を
強
め
る
と
思
わ
れ
る
（
四
六
）

。
そ
し

て
健
康
説
は
、
賭
博
行
為
に
耽
溺
し
て
依
存
症
に
陥
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
か
ら
、
方
向
性
と
し
て
は
、
賭
博
行
為
を
反
復
累
行
す
る
習

癖
に
着
目
す
る
行
為
者
定
型
説
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
常
習
賭
博
罪
に
お
け
る
常
習
性
の
内
実
は
、
ギ
ャ
ン
ブ

ル
依
存
症
患
者
等
を
想
定
し
た
上
で
、
賭
博
行
為
を
反
復
累
行
す
る
習
癖
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
改
正
刑

法
草
案
が
常
習
累
犯
に
対
し
て
不
定
期
刑
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
も
（
草
案
五
九
条
一
項
）、
そ
れ
が
習
癖
の
改
善
を
目
的
と
し
て
い
る

な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
と
親
和
性
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
常
習
賭
博
罪
に
お
け
る
常
習
性
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
雑
駁
に
議
論
を
整
理
し
て
、
罪
質
に
よ
っ
て
常
習
概
念
が
異
な
っ
た
形

で
捕
捉
さ
れ
う
る
か
ら
、
判
例
・
通
説
と
は
異
な
る
保
護
法
益
の
解
釈
に
し
た
が
っ
て
、
刑
罰
の
加
重
根
拠
も
異
な
っ
た
形
で
捕
捉
さ
れ
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う
る
と
い
う
安
易
な
着
想
を
示
し
た
。
し
か
し
、
国
民
の
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
常
習
賭
博
行
為
を
加
重
処
罰
す
る
と
い
う
説
明
は
、
数

多
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。な
ぜ
な
ら
ば
、健
康
説
に
立
脚
す
る
な
ら
ば
刑
罰
よ
り
も
治
療
の
ほ
う
が
適
切
で
は
な
い
か

等
、
刑
事
政
策
的
な
議
論
の
余
地
が
多
分
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
単
純
な
加
重
刑
に
よ
っ
て
長
期
間
社
会
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
が
矯

正
や
社
会
復
帰
に
資
す
る
と
い
う
考
え
方
は
後
退
し
て
い
る
し
（
四
七
）

、
常
習
犯
に
対
す
る
不
定
期
刑
の
有
効
性
も
疑
問
視
さ
れ
て
い
る

（
四
八
）

。
何
よ
り
、
健
康
説
に
立
脚
す
る
な
ら
ば
、
現
行
の（
常
習
）賭
博
罪
は
き
わ
め
て
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
思
想
に
基
づ
く
規
定

で
あ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
個
人
の
自
由
を
広
く
承
認
す
る
立
場
か
ら
、
根
本
的
な
疑
問
を
提
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
賭
博

罪
の
非
犯
罪
化
論
が
再
燃
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
非
犯
罪
化
論
を
含
め
て
、
共
犯
と
の
関
係
、
責
任
論
全
般
、
罪
数
論
も
踏
ま
え
た
総
合

的
な
検
討
を
、
他
日
を
期
し
て
行
い
た
い
。

　
な
お
本
稿
は
、
早
稲
田
大
学
特
定
課
題
研
究
助
成
費
（
課
題
番
号2018K-417

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
一
）�

川
端
博
『
風
俗
犯
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
一
七
二
頁
。

（
二
）��

川
端
・
前
掲
一
七
三
頁
。

（
三
）��

川
端
博
『
刑
法
総
論
講
義
』（
第
三
版
、
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
七
〇
三
頁
。

（
四
）��

藤
本
哲
也
「
累
犯
」
阿
部
純
二
ほ
か
編
『
刑
法
基
本
講
座
〈
第
一
巻
〉

―
基
礎
理
論
、刑
罰
論
』（
法
学
書
院
、一
九
九
二
年
）
二
四
七
頁
。

（
五
）��

M
.E

.M
a
y
e
r, D

e
r a

llg
e
m

e
in

e
 T

e
il d

e
s d

e
u
tsc

h
e
n
 S

tra
fre

c
h
ts, L

e
h
rb

u
c
h
, 2

.A
u
fl., 1

9
2

3
, S

.4
8

4
f.

（
六
）��

大
判
大
一
一
・
一
二
・
二
一
刑
集
一
巻
八
一
一
頁
。
同
旨
、
最
決
昭
四
八
・
一
・
二
七
裁
判
集
（
刑
事
）
一
九
〇
号
七
六
九
頁
。

（
七
）��

大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
各
論
）』（
第
三
版
増
補
版
、
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
五
三
三
―
五
三
四
頁
。

（
八
）��

泉
二
新
熊
『
日
本
刑
法
論
　
下
巻
』（
第
三
五
版
、
有
斐
閣
、
一
九
二
四
年
）
四
三
八
頁
（
最
新
版
を
参
照
で
き
な
か
っ
た
）。

（
九
）��

団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
』（
第
三
版
、
創
文
社
、
一
九
九
〇
年
）
五
三
二
頁
。
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（
一
〇
）�

最
大
判
昭
二
四
・
一
二
・
二
一
刑
集
三
巻
一
二
号
二
〇
六
二
頁
。

（
一
一
）�

最
判
昭
二
三
・
一
〇
・
六
刑
集
二
巻
一
一
号
一
二
七
五
頁
。

（
一
二
）�
以
下
に
引
く
判
例
の
所
在
は
、
川
端
・
前
掲
（
一
）
一
七
六
頁
以
下
に
依
っ
た
。

（
一
三
）�
以
上
、
大
判
大
五
・
二
・
二
一
刑
録
二
二
輯
三
〇
一
頁
。

（
一
四
）�

大
判
大
六
・
一
一
・
八
刑
録
二
三
輯
一
一
九
二
頁
。

（
一
五
）�

大
判
大
七
・
六
・
一
七
刑
録
二
四
輯
八
四
四
頁
。

（
一
六
）�

大
判
大
一
〇
・
一
・
二
二
刑
録
二
七
輯
二
九
頁
。

（
一
七
）�

以
上
、
最
判
昭
二
三
・
七
・
二
九
刑
集
二
巻
九
号
一
〇
六
七
頁
。

（
一
八
）�

最
判
昭
二
四
・
二
・
二
四
裁
判
集
（
刑
事
）
七
号
五
五
三
頁
。

（
一
九
）�

最
判
昭
二
六
・
三
・
一
五
裁
判
集
（
刑
事
）
四
一
号
八
七
一
頁
。

（
二
〇
）�

最
大
判
昭
二
六
・
八
・
一
刑
集
五
巻
九
号
一
七
〇
九
頁
。

（
二
一
）��

川
端
・
前
掲
（
一
）
一
七
八
頁
。
た
だ
し
、
判
例
は
行
為
者
定
型
説
か
ら
行
為
定
型
説
へ
と
接
近
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
中
島

広
樹
『
累
犯
加
重
の
研
究
』〔
信
山
社
、
二
〇
〇
五
年
〕
三
六
〇
頁
）。

（
二
二
）�

平
野
龍
一
『
刑
法
概
説
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
）
二
五
二
頁
。

（
二
三
）�

内
田
文
昭
『
改
訂

　
刑
法
Ⅰ
（
総
論
）』（
補
正
板
、
青
林
書
院
、
一
九
九
七
年
）
二
二
七
頁
。

（
二
四
）�

中
島
・
前
掲
（
二
一
）
三
五
九
頁
。

（
二
五
）�

団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
各
論
』（
第
三
版
、
創
文
社
、
二
〇
〇
三
年
）
三
五
五
頁
。

（
二
六
）�

大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）』（
第
四
版
、
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
三
六
五
―
三
六
六
頁
、
四
三
五
頁
。

（
二
七
）��

大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
』
第
九
巻
〈
第
一
七
四
条
～
第
一
九
二
条
〉（
第
三
版
、
青
林
書
院
、
二
〇
一
三
年
）
一
五
九

頁
〔
中
神
正
義
＝
髙
嶋
智
光
〕。

（
二
八
）�

日
高
義
博
「
常
習
賭
博
罪
の
問
題
点
」
植
松
正
ほ
か
『
現
代
刑
法
論
争
Ⅱ
』（
第
二
版
、
勁
草
書
房
、
一
九
九
七
年
）
三
二
〇
頁
。

（
二
九
）�

中
島
広
樹
「
行
為
の
属
性
と
し
て
の
常
習
性
概
念
の
問
題
性
」『
大
宮
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
』
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
五
二
頁
。

（
三
〇
）�

中
島
・
前
掲
（
二
一
）
二
八
頁
。

（
三
一
）��

佐
久
間
修
『
刑
法
総
論
の
基
礎
と
応
用

―
条
文
・
学
説
・
判
例
を
つ
な
ぐ
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
二
七
八
頁
。
た
だ
し
こ
の
叙
述
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は
累
犯
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
三
二
）�S

c
h ö

n
k
e
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c
h
r ö

d
e
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e
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z
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b
u
c
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m

m
e
n
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r, 2
9
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u
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0
1

4
, S

.8
0

1
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（
三
三
）�
西
岡
正
樹
「
累
犯
加
重
と
常
習
犯
に
つ
い
て
（
２
・
完
）」『
山
形
大
学
法
政
論
叢
』
六
三
・
六
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
七
五
頁
。

（
三
四
）��
佐
久
間
・
前
掲
二
七
八
頁
は
さ
ら
に
、
累
犯
を
念
頭
に
置
い
た
叙
述
で
は
あ
る
が
、
二
重
評
価
の
問
題
に
対
し
て
、「
累
犯
加
重
で
は
、
懲

役
刑
の
短
期
が
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
て
、
単
に
量
刑
の
幅
を
広
げ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
た
だ
ち
に
責
任
主
義
に
反
す
る
わ
け
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
予
防
や
改
善
の
見
地
か
ら
は
、
法
定
刑
の
下
限
を
一
定
以
上
の
期
間
に
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
る
。

（
三
五
）�

西
岡
・
前
掲
六
九
頁
、
七
七
頁
。

（
三
六
）��

中
島
広
樹
「
常
習
累
犯
窃
盗
罪
に
お
け
る
『
常
習
性
』」
小
田
中
聰
樹
ほ
か
編
『
渡
部
保
夫
先
生
古
稀
記
念
論
文
集

　
誤
判
救
済
と
刑
事
司

法
の
課
題
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
五
三
頁
。

（
三
七
）�

川
端
博
『
刑
法
各
論
講
義
』（
第
二
版
、
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
六
二
三
頁
。

（
三
八
）�

最
決
昭
五
四
・
一
〇
・
二
六
刑
集
三
三
巻
六
号
六
六
五
頁
。

（
三
九
）�

日
高
・
前
掲
三
二
〇
頁
。

（
四
〇
）�

西
岡
・
前
掲
八
〇
―
八
一
頁
。

（
四
一
）�

福
岡
地
判
昭
三
四
・
一
二
・
二
六
下
刑
集
一
巻
一
二
号
二
七
〇
九
頁
。

（
四
二
）��

松
本
圭
史
「
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
一
条
の
三
の
常
習
性
の
認
定
と
前
科
と
の
関
係
」『
法
律
時
報
』
八
七
巻
一
三
号
（
二
〇
一
五

年
）
三
七
七
頁
。

（
四
三
）�

安
田
拓
人
「
コ
メ
ン
ト
」『
判
例
タ
イ
ム
ス
』
一
三
二
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
五
七
頁
。

（
四
四
）�

安
田
・
前
掲
五
九
頁
。

（
四
五
）�

拙
稿
「
賭
博
罪
の
保
護
法
益
」
本
誌
六
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
〇
一
頁
以
下
。

（
四
六
）��

た
だ
し
私
見
は
、
必
ず
し
も
健
康
説
に
立
脚
し
な
い
。
拙
稿
・
前
掲
一
一
八
頁
、
同
「
長
崎
県
・
北
海
道
の
Ｉ
Ｒ
誘
致
活
動
」
本
誌
六
二

号
（
二
〇
一
八
年
）
八
八
―
八
九
頁
。

（
四
七
）�

中
島
・
前
掲
（
二
一
）
七
二
頁
。
た
だ
し
こ
の
叙
述
は
累
犯
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

（
四
八
）�

藤
本
・
前
掲
二
四
八
頁
。


